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市内の各中学校で卒業式が行われ、卒業生約450人

が思い出の詰まった学び舎を巣立ちました。

２ページをご覧ください。

13
３ 火

●南相馬市ＨＰ「フォトレポ」から

●新潟県
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３ 火

市内の各中学校で卒業式が行われ、卒業生約450人が思い出の詰まった学び舎を巣立ちました。

卒業生は、在校生や先生に見送られ、さまざまな思いを胸に新たな一歩を踏み出しました。
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義援金振込口座の変更手続きについて

3月15日HP更新

市では、義援金の追加配分を予定しています。

これまでと同様に世帯の代表の方へ配分しますので、平成２８年４月２８日以降に口座名義人の

死亡などで口座を閉鎖したり、婚姻などで氏名の変更をした場合は、口座変更の手続きが必要と

なりますので、下記の必要書類を記入のうえ窓口へ持参または郵送してください。

義援金の振込日・金額などの詳細については、４月１５日号の広報および市のホームページで

お知らせします。

必要書類

口座変更申請書

口座変更申請書はダウンロードまたは窓口備え付けのものを利用してください。

変更後の通帳の写し

※ 死亡以外で口座名義人が変更になる場合は、「前口座名義人同意欄」に署名、押印が必要と

なります。

申請期限

４月１３日（金） 必着
受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分

※ 土曜日、日曜日、祝日を除く

申請方法

受付窓口へ持参または郵送

【問い合わせ・受け付け】

健康福祉部社会福祉課

〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

0244-24-5243

鹿島区市民福祉課

〒979-2392 南相馬市鹿島区西町一丁目1

0244-46-2114

小高区市民福祉課

〒979-2195 南相馬市小高区本町二丁目78

0244-44-6413

TEL

TEL

TEL

南相馬市からのお知らせ



被災自治体News

平成29年度第2回個人積算線量測定（29年7月～9月）結果

3月16日HP更新

(1) 測定期間 平成２９年７月～９月

(2) 測定者数 ５,５９３人

（内訳 乳幼児：１７１人 小学生：３３９人 中学生：１８６人 高校生：１５１人 一 般：４,７４６人）

実施結果

測定期間中の個人追加被ばく線量は、平均で０.０９ミリシーベルトとこれまで同様、低い結果と

なりました。

３カ月間の積算線量を年間の追加被ばく線量に換算すると、全体の９７.４％に当たる５,４４８人

が１ミリシーベルト未満でした。

追加被ばく線量と測定者数の推移はグラフのとおり。

今回の評価

南相馬市放射線健康対策委員会を開催し、測定結果を分析・評価した結果、次のとおり評価・

助言を得ました。

（評価）

これまでの科学的知識で判断すると、昨年度の結果同様、全ての被測定者の被ばく線量は、

健康影響が心配されるレベルの値ではありませんでした。

全体に、被ばく線量は低下していますが、被ばく線量が低い市民も含めて、今しばらくガラス

バッジによる線量測定を継続していくことが必要です。

（助言）

市民全体の被ばく線量は低い数値で維持されていますが、自分自身の被ばく量を知るために

ガラスバッジによる線量測定を継続し、今後も線量の推移を見守る必要があります。

（1）全体の結果

次ページへ続きます

浜通り×さんじょうライフvol.3494



被災自治体News
（2）追加被ばく線量と測定者数の推移

問い合わせ 健康づくり課 放射線健康調査係 0244-24-5381TEL

浪江町民の避難状況（平成30年2月28日現在）

【都道府県別】(福島県外) 【福島県内市町村別】
都道府県 人 数

北海道 62

青森県 44

岩手県 36

宮城県 873

秋田県 49

山形県 140

茨城県 1,003

栃木県 484

群馬県 144

埼玉県 682

千葉県 565

東京都 852

神奈川県 424

新潟県 374

富山県 15

石川県 27

福井県 12

山梨県 41

長野県 51

岐阜県 15

都道府県 人 数

静岡県 53

愛知県 39

三重県 5

滋賀県 4

京都府 32

大阪府 61

兵庫県 21

奈良県 5

和歌山県 -

鳥取県 1

島根県 6

岡山県 21

広島県 10

山口県 -

徳島県 1

香川県 5

愛媛県 13

高知県 5

福岡県 19

佐賀県 4

都道府県 人 数

長崎県 9

熊本県 6

大分県 5

宮崎県 10

鹿児島県 7

沖縄県 19

国外 13

合計 6,267

市町村 人 数

福島市 2,856

会津若松市 222

郡山市 1,828

いわき市 3,224

白河市 246

須賀川市 148

喜多方市 24

相馬市 483

二本松市 1,215

田村市 78

南相馬市 2,072

伊達市 108

本宮市 533

桑折町 172

国見町 26

川俣町 76

大玉村 159

鏡石町 13

天栄村 1

下郷町 4

市町村 人 数

只見町 1

南会津町 11

北塩原村 2

西会津町 2

磐梯町 4

猪苗代町 34

会津坂下町 21

金山町 1

会津美里町 10

西郷村 149

泉崎村 5

矢吹町 27

棚倉町 6

塙町 2

鮫川村 4

石川町 8

玉川村 2

平田村 1

古殿町 1

三春町 70

市町村 人 数

小野町 14

広野町 42

楢葉町 14

富岡町 4

川内村 6

浪江町 350

新地町 84

その他 3

合計 14,366

避難者総数

20,633

(前月 20,648)

(前月 14,369)

(前月 6,279)

浪江町からのお知らせ
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浪江町内のごみの回収について（帰還困難区域を除く）

3月15日HP更新

次ページへ続きます

４月１日から浪江町内（帰還困難区域を除く）から出た生活ごみの回収方法が、震災前と同じ双

葉広域圏組合で回収を行うことになりました。

指定のごみ袋以外で出したごみは回収されませんので、ご注意ください。

生活ごみ回収日

燃えるごみ 毎週月曜日・木曜日

燃えないごみ 毎月第２火曜日

資源ごみ

・カン類 毎月第２火曜日

・ビン類 毎月第４火曜日

・ペットボトル・プラスチック容器包装 毎週金曜日

※ 祝日も回収しますが、１２月３１日、１月３日は回収しません。

生活ごみの分け方

浜通り×さんじょうライフvol.3496
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※テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・乾燥機・エアコン以外の家電製品は「不燃ごみ」になります。

現在、棚塩地区の仮設焼却施設、室原地区の北部衛生センターには、個人でごみを直接持ち

込むことはできません。

近くのごみステーション、または楢葉町の南部衛生センター（TEL.0240-25-4609）をご利用くだ

さい。

指定ごみ袋販売店

○まち・なみ・なるしぇ内

渡辺政雄家具店ホームセンター部（定休日：土曜日、日曜日、祝日）

リラクア（無休）

ローソンS浪江町まち・なみ・まるしぇ店（定休日：日曜日）

○ローソン浪江町役場前店（定休日：日曜日）

○ローソン浪江下加倉店（無休）

問い合わせ 住民課 除染環境係 0240-34-0228TEL

浜通り×さんじょうライフvol.349 7
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対象区域

帰還困難区域を除いた区域 ※帰還困難区域は、現状では対応することができません。

対象範囲

個人宅の住居部分

実施内容

不要となった家財道具などの屋外（敷地内）への搬出および掃き掃除

【申し込み先】

東京電力ホールディングス株式会社 受付ダイヤル

080-5527-3959

受付期限：8月31日(金)

受付時間：平日 午前９時～正午、午後１時～４時

（土・日、祝祭日は受け付けできません。）

実施期限

９月２８日（金）

お願い事項

○ 作業は１８人程度で１住宅１日を基本として実施します。作業が終了しない場合、再度日程調

整の上、お伺いします。（複数回実施する場合もあります。）

○ 作業の安全ならびに実施内容確認の為、事前に現地調査をします。

○ 解体が決まっている住宅は、実施できません。

必要なものを屋内から搬出したいなどのご要望は、電話にて相談をお願いします。

○ 危険と判断される作業は、お引き受けできない場合があります。

○ 作業の際は、ご本人またはご家族の立会いを必ずお願いします。

○ 片付けにより発生した廃棄物は、回収業者が回収に伺います。回収までの間、敷地内での仮

置きをお願いします。

○ 除染作業、庭木・植木の伐採、敷地外への物品運搬などはできかねますので、ご了承願いま

す。

○ 受付期間以降の実施については、各関係機関との調整となりますので、決まり次第お知らせ

します。

問い合わせ 住民課 除染環境係 0240-34-0228TEL

浜通り×さんじょうライフvol.3498

東京電力による浪江町内家屋清掃(片付け)のお知らせ

3月15日HP更新
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双葉郡立勿来診療所が開所します

3月15日HP更新

双葉町からのお知らせ

双葉郡立勿来診療所が４月１７日（火）、いわき市勿来町（勿来酒井団地内）に開所します。

管理者

堀川章仁医師（双葉郡医師会会長）

診療科

内科、歯科

診療日・診療時間

火曜日、木曜日

午前９時～正午、午後１時～４時３０分

問い合わせ 双葉地方広域市町村圏組合 診療所設置室 0240-22-3333TEL

「双葉町ありがとうメッセージ」プロジェクト！

-双葉町からありがとうの気持ちを全国へ伝えます- 3月16日HP更新

平成２９年８月「双葉町からのありがとうを全国へ伝えませんか」という呼びかけとともに「双葉町

ありがとうメッセージプロジェクト」が始動しました。

このプロジェクトは、東日本大震災以降、町と町民が全国の皆さまからいただいた物心両面にわ

たる多くのご支援に対し、改めて「ありがとう」を伝えようという思いから生まれました。

ありがとうメッセージ配信スケジュール

双葉町復興支援員が中心となり、５カ月間で約５０人の

町民の皆さんからお話を伺うことができました。

これらのエピソードをありがとうメッセージとして、３月１２

日から双葉町公式YouTubeチャンネルで順次公開いたし

ます。

第一部：配信中！

第二部：配信中！

第三部：３月２２日（木）

第四部：３月２７日（火）

第五部：３月３０日（金）

問い合わせ 秘書広報課 0246-84-5202TEL

浜通り×さんじょうライフvol.349 9
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中間貯蔵施設保管場への輸送について（平成30年度）

（福島地方環境事務所からのお知らせ） 3月9日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.34910

市町村
搬出予定量(㎥)

開始日 終了日 数量(㎥)
通常輸送 学校等輸送

1 双葉町 132,700 - H30.3.2

2 浪江町 130,300 -

3 葛尾村 71,400 -

4 相馬市 16,100 -

5 南相馬市 113,200 -

6 飯舘村 151,600 -

7 福島市 78,700 20,000

8 二本松市 50,000 -

9 本宮市 20,600 -

10 伊達市 62,600 6,000

11 国見町 16,300 -

12 桑折町 19,200 -

13 川俣町 71,600 - H30.3.13

14 大玉村 13,700 -

平成30年度の輸送（双葉工区へ搬入される市町村）

問い合わせ 建設課 0246-84-5209TEL

【問い合わせ】

●福島地方環境事務所 中間貯蔵施設等整備事務所 調査設計課

024-563-1293

●環境省 中間貯蔵施設に係る全般的なお問い合わせ窓口

0120-027-582 （午前９時～午後６時１５分、土日祝日除く）

●環境省 中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の総合窓口

0120-10-1951 （午前８時３０分～午後５時１５分、土日祝日除く）

TEL



被災自治体News

各種証明書のコンビニ交付サービスについて

3月13日HP更新

郡山市からのお知らせ

11浜通り×さんじょうライフvol.349 

マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアのキオスク端末（マルチコピー機）

から、各種証明書を取得することができます。

必要なもの

マイナンバーカード（利用者証明用電子証明書付き）

※ 通知カード、住民基本台帳カードでは利用できません。

利用時間

午前６時３０分～午後１１時（イオンリテールは店舗の営業時間内）

※ 「戸籍証明書」および「戸籍の附票の写し」は午前１０時～午後５時１５分

※ 年末年始（１２月２９日から１月３日）およびシステムメンテナンス時は利用できません。

取扱い店舗

※ キオスク端末（マルチコピー機）が設置されている店舗に限ります。

取得できる証明書

証明書 料金 注意事項

住民票の写し 250円

住民票の謄本(世帯全員)および住民票の抄本(世帯の一
部)が取得できます。
「前住所」および「住民票コード」は表記できません。
「住民票の除票」および「改製原住民票」は取得できま
せん。

印鑑登録証明書 250円 印鑑登録されている方の印鑑登録証明書が取得できます。

所得・課税証明書 250円
現年度を含め、5カ年度分を取得できます。
詳細につきましては、資産税課(024-924-2091)まで
お問い合わせください。

戸籍の附票の写し 250円
郡山市に住民登録・本籍の両方がある方のみ取得できま
す。
「除附票」および「改製原附票」は取得できません。

戸籍全部事項証明書
(戸籍謄本)
戸籍個人事項証明書
(戸籍抄本)

450円
郡山市に住民登録・本籍の両方がある方のみ取得できま
す。
「除籍謄抄本」および「改製原戸籍」は取得できません。

次ページへ続きます
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サービス利用上の注意点

暗証番号を３回連続で間違えた場合、コンビニ交付サービスなどの利用ができなくなります。

その場合、本人が窓口にマイナンバーカードを持参し、暗証番号の再設定をする必要があり

ます。

証明書が複数枚にわたっても、ホチキス留めはされません。

サービス利用後の証明書の交換・手数料の返金などはできません。

コンビニ交付サービスで発行する証明書はＡ４サイズの普通紙を使用していて、窓口で取得

する場合と用紙が異なりますが、偽造・改ざん防止の処理を施しています。

本市の手数料条例により窓口での証明書交付手数料が免除となる方について、コンビニ交付

では手数料が免除となりませんので、市役所もしくは行政センターなどの窓口で手続きを行っ

てください。

転出届を届け出た方および届け出た方と同じ世帯の方は、届出後コンビニ交付で証明書の

発行ができなくなりますので、証明書が必要な場合は窓口などをご利用ください。

問い合わせ 市民部 市民課 024-924-2131TEL

福島県からのお知らせ

平成29年度「住まいに関する意向調査」の結果について

3月13日HP更新

次ページへ続きます

平成３１年３月末で応急仮設住宅の供与が終了する避難世帯を対象に、平成２９年１１月２２日

から１２月６日まで、供与終了後の住まいに関する意向調査を実施しましたので、その結果をお知

らせします。

調査の目的

平成３１年３月末で応急仮設住宅の供与が終了となる世帯に対し、帰還や新たな住まいの確保

状況などの意向を確認し、生活再建に向けて個々の状況に応じた支援を行うため。

調査対象

災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与が平成３１年３月末で終了する２，８３１世帯（平成２９

年１０月末時点：県内２,３９１世帯、県外４４０世帯）

※ 南相馬市、葛尾村および飯舘村の帰還困難区域以外の区域、ならびに川俣町および川内村

からの避難世帯

調査主体

福島県および各避難元市町村（南相馬市、川俣町、川内村、葛尾村、飯舘村）
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被災自治体News

問い合わせ 生活拠点課 再建調整担当 024-521-6933TEL

調査期間

平成２９年１１月２２日～１２月６日

調査方法

アンケートの郵送、一部は訪問や電話による聞き取り

調査項目

応急仮設住宅供与終了後の住まいの確保状況（住宅が決まっているか）

再建先や住居形態の意向、退去する際に問題となること など

回答状況

調査結果を添付しました。

※南相馬市小高区の世帯

対象市町村 対象世帯数 回答世帯数 回答率

南相馬市 1,662 1,186 71.4%

川俣町 101 56 55.4%

川内村 2 1 50.0%

葛尾村 163 114 69.9%

飯舘村 903 637 70.5%

合計 2,831 1,994 70.4%

2月28日現在

問い合わせ 震災復興支援課 広域支援対策室 025-282-1759TEL

市町村 人 数

新潟市 1,128

長岡市 223

三条市 93

柏崎市 636

新発田市 178

小千谷市 17

加茂市 9

十日町市 19

見附市 22

村上市 75

市町村 人 数

燕市 62

糸魚川市 3

妙高市 7

五泉市 24

上越市 54

阿賀野市 30

佐渡市 32

魚沼市 9

南魚沼市 14

胎内市 46

市町村 人 数

聖籠町 8

弥彦村 7

田上町 -

阿賀町 -

出雲崎町 4

湯沢町 11

津南町 -

刈羽村 37

関川村 -

粟島浦村 -

合 計 2,748

■市町村把握分

区 分 人 数

1 公営住宅・雇用促進住宅等 68

2 借上げ仮設住宅 331

3 賃貸住宅･持家･親戚知人宅等 2,349

1+2+3（市町村把握分） 2,748

4 病院 0

5 社会福祉施設 15

合 計 2,763

(1/31  2,744) (1/31  2,759)

13浜通り×さんじょうライフvol.349 



市町村名 電話番号 以下の町は役場機能が移転しています。

南相馬市 0244-22-2111

双葉町:双葉町役場いわき事務所

（いわき市東田町2-19-4）

浪江町 0240-34-2111

双葉町 0246-84-5200

富岡町 0240-22-2111

いわき市 0246-22-1111

郡山市 024-924-2491

被災自治体 問い合わせ先一覧

市町村名 世帯数 人数

小高区 21 51

原町区 4 7

南相馬市 計 25 58

浪江町 6 15

双葉町 3 5

富岡町 1 1

いわき市 1 5

郡山市 4 9

合 計 40 93

三条市に避難している
世帯数と人数(2018.3.20現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

交流ルームひばり通信

３月・４月の『ひばり』

日 月 火 水 木 金 土

★版画教室 第2・4水曜日午前１０時～正午
★茶話会＆簡単な手芸教室

第1・3・5水曜日午前10時～午後２時

気軽に参加ください。

３月２２日 ２３日 ２４日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

２５日 ２６日 ２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日

ひばり休み

版画教室
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

食推食事会

４月１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日

ひばり休み 茶話会
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

浜通り×さんじょうライフvol.34914

問い合わせ TEL

E-mail
交流ルーム ひばり
（総合福祉センター内）

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[運営時間] 日・水・金 午前10時～午後2時

月 午前10時～正午


